
印刷仕様書 
１ 件名 
 「フランチャイズ・システムと独占禁止法」のパンフレットの編集及び印刷 

２ 納入期限及び納入場所 
 印刷物 
ア 納入期限 令和３年９月３日（金） 
イ 納入場所 計９か所（詳細は別紙１参照） 

 原稿データ（後記３のとおり編集したもの） 
ア 納入期限 令和３年８月１３日（金） 
イ 納入場所 〒100-8987 

東京都千代田区霞が関１－１－１ 中央合同庁舎第６号館Ｂ棟13階 
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課 

ウ 納入形態 編集後のデータ（編集可能）及びホームページ掲載用として解像度を
落とした小容量版データをCD-Rに記録して納入 

３ 印刷仕様 
 名  称 フランチャイズ・システムと独占禁止法 
 頁  数 Ａ４判１６頁（表紙，裏表紙含む） 
 部 数 １２９０部 
 色 数 ４Ｃ／４Ｃ 
 校正回数 校正３回 
 使用用紙 再生マットコート紙 菊判７６．５ｋｇ 
 製本方法 中綴じ 二つ折り 
 入稿形態 CD-R（Adobe Illustrator，ＰＤＦ） 
 編集頁数 １６頁 
 編集内容 別紙２のとおり（作業中に新たに修正事項が発生した場合は，別途相談の

上対応を依頼することがある。） 
         イラスト６点制作（事前に作成イメージについて打合せ後，デザイン案を

提示し，その上で再度打合せを行いながら決定すること。） 

４ 見積り合わせの手続 
 見積書の提出 
ア 提出期限 
令和３年７月２１日（水）正午 



イ 提出場所 
〒１００－８９８７ 
東京都千代田区霞が関１－１－１ 中央合同庁舎第６号館Ｂ棟１４階 
公正取引委員会事務総局官房総務課会計室用度係 
ＦＡＸ：０３－３５８１－２９５１ 
E-mail：open-counter@jftc.go.jp 

ウ 提出書類 
(ｱ) 見積書（消費税込みの総額を明示，社印及び代表者印の省略可） 
(ｲ) 資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し 

エ 提出方法 
持参，郵送，ＦＡＸ又は電子メール 

 見積り合わせの結果の通知 
見積り合わせの結果（契約の相手方，契約金額）は，契約の相手方に決定した者にの

み個別に通知するほか，以下の公正取引委員会ウェブサイトに掲示する。 
【公正取引委員会ウェブサイト（調達情報）】 
https://www.jftc.go.jp/soshiki/tyoutatsu/opkouhyou/index.html 
 暴力団排除に関する誓約 
見積書の提出をもって，別記の「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約したものとす

る。 

５ その他 
 業者決定後，データをCD-Ｒで提供する。本業務終了後，速やかに取引部企業取引
課に返却すること。 
 グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に適合した
用紙を使用すること。ただし，グリーン購入法に適合した用紙を使用することが困難
な場合には，担当官の了解を得た場合に限り，代替品の使用を認める。 
 本仕様書の受領後，必要があれば速やかに当委員会会計室まで来訪し，サンプルを
確認すること。 
 本件に係るデータ（原稿データ及び編集後の原稿データ）の著作権は，公正取引委
員会に帰属するものとする。 
 発送が終了した後，発送の事実が確認できる書類を取引部企業取引課に提出するこ
と。 
 本仕様書に定めのない事項については，協議の上で決定する。 

６ 問い合わせ先  
 見積り合わせの手続関係 



公正取引委員会事務総局官房総務課会計室用度係 
ＴＥＬ：０３－３５８１－５４７４  ＦＡＸ：０３－３５８１－２９５１ 

 仕様関係 
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課（企画班） 
ＴＥＬ：０３－３５８１－３３７３  ＦＡＸ：０３－３５８１－１８００



（別記） 
暴力団排除に関する誓約事項 

 当社（個人である場合は私，団体である場合は当団体。以下同じ。）は，下記事項につい
て誓約します。 
 この誓約が虚偽であり，又はこの誓約に反したことにより，当社が不利益を被ることとな
っても，異議は一切申し立てません。 
 また，公正取引委員会の求めに応じて当社の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの（生
年月日を含む。）ただし，有価証券報告書を作成していない場合は，役職名，氏名，性別及
び生年月日の一覧表）等を提出すること，及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供す
ることについて同意します。 

記 

１ 次のいずれにも該当しません。また，本契約満了まで該当することはありません。 
 契約の相手方として不適当な者 

  ア 法人等（個人，法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者，法人
である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の
代表者，団体である場合は代表者，理事等，その他経営に実質的に関与している者を
いう。以下同じ。）が，暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平
成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力
団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

  イ 役員等が，自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的，又は第三者に損害
を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

  ウ 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して，資金等を供給し，又は便宜を供与するな
ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与しているとき 

  エ 役員等が，暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 
 契約の相手方として不適当な行為を行う者 

  ア 暴力的な要求行為を行う者 
  イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 
  ウ 取引に関して脅迫的な言動を行い，又は暴力を用いる行為を行う者 
  エ 偽計又は威力を用いて公正取引委員会の業務を妨害する行為を行う者 
  オ その他前各号に準ずる行為を行う者 

２ 暴力団関係者を下請負又は再委託の相手方としません。 

３ 下請負人等（下請負人（一次下請以降の全ての下請負人を含む。）及び再受託者（再委
託以降の全ての受託者を含む。）並びに自己，下請負人又は再受託者が当該契約に関して
個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）が暴力団関係者であること
が判明したときは，当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 

４ 暴力団員等による不当介入を受けた場合，又は下請負人等が暴力団員等による不当介
入を受けたことを知った場合は，警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに，公
正取引委員会に報告いたします。 



納入場所一覧

№ 納入先 所在地 部数 

１ 公正取引委員会事務総局 

取引部 企業取引課 

東京都千代田区霞が関 1-1-1 

中央合同庁舎第 6号館 B棟 13 階 

電話 03-3581-5471 

700 

２ 公正取引委員会事務総局 

北海道事務所 総務課 

札幌市中央区大通西 12 

札幌第 3合同庁舎 5階 

電話 011-231-6300 

30 

３ 公正取引委員会事務総局 

東北事務所 総務課 

仙台市青葉区本町 3-2-23 

仙台第 2合同庁舎 8階 

電話 022-225-7095 

50 

４ 公正取引委員会事務総局 

中部事務所 総務課 

名古屋市中区三の丸 2-5-1 

名古屋合同庁舎第 2号館 8階 

電話 052-961-9421 

60 

５ 公正取引委員会事務総局 

近畿中国四国事務所 

 総務課 

大阪市中央区大手前 4-1-76 

大阪合同庁舎第 4号館 10階 

電話 06-6941-2173 

200 

６ 公正取引委員会事務総局 

近畿中国四国事務所中国支所 

 総務課 

広島市中区上八丁堀 6-30 

広島合同庁舎第 4号館 10階 

電話 082-228-1501 

50 

７ 公正取引委員会事務総局 

近畿中国四国事務所四国支所 

 総務課 

高松市サンポート 3-33 

高松サンポート合同庁舎南館 8階 

電話 087-811-1750 

50 

８ 公正取引委員会事務総局 

九州事務所 総務課 

福岡市博多区博多駅東 2-10-7 

福岡第 2合同庁舎別館 2階 

電話 092-431-5881 

100 

９ 内閣府沖縄総合事務局 

総務部公正取引室 

那覇市おもろまち 2-1-1 

那覇第 2地方合同庁舎 2号館 6階 

電話 098-866-0049 

50 

合 計
1290

別紙１ 



赤字削除。

レイアウト及びイラストについては，今後，業者に綺麗に整えてもらう予定



「について」を削除



Ⅰ　加盟者募集時の留意事項

Ⅱ　契約締結後の留意事項

　→加盟者の販売価格を拘束する行為は，再販売価格の
　　拘束（独占禁止法第２条第９項第４号）や拘束条件
　　付取引（不公正な取引方法の一般指定第１２項）に
    該当する場合があります（詳細はＰ９参照）。

　本部は，フランチャイズ・システムを用いる事業活動を行うに当たっては，フランチャイズ契約
締結前の加盟者募集時及び契約締結後の取引において，独占禁止法に違反しないよう留意する必要
があります。

※小売及び飲食のフランチャイズチェーンについ
　ては，中小小売商業振興法において，一定の事
　項について書面による情報開示・説明が義務付
　けられています。

検討に必要な期間
を十分置き，重要
事項は書面を交付
しましょう。

加盟希望者が取
引条件を正しく
理解できるよう
情報を開示し
ましょう。

新規ページ作成
既存のイラスト使用又は新規作成
緑と黄色はインデックスと同じ色
Ⅱのイラストは暫定。新規作成予定。

2

〇ぎまん的顧客誘引
　→実際のフランチャイズ・システムの内容よりも著しく優良又は有利であると誤認
　　させる行為は，ぎまん的顧客誘引（不公正な取引方法の一般指定第８項）に該当
　　する場合があります（詳細はＰ４参照）。

　　※ぎまん的顧客誘引の未然防止のためには，加盟希望者の適正な判断に資するた
　　　めの情報を開示することが重要です（詳細はＰ３参照）。

〇優越的地位の濫用
　→取引上優越した地位を利用して，加盟者に不当に不利益を与える行為は，優
　　越的地位の濫用（独占禁止法第２条第９項第５号）に該当する場合がありま
　　す（詳細はＰ５参照）。

〇抱き合わせ販売等
→自己や自己の指定する事業者から商品，原材料等の
　供給を受けさせるようにする行為は，抱き合わせ販
　売（不公正な取引方法の一般指定第１０項）や拘束
　条件付取引（不公正な取引方法の一般指定第１２項
  ）に該当する場合があります（詳細はＰ９参照）。

〇加盟者の販売価格の制限

　　※個別の契約条項や本部の行為が優越的地位の濫用に該当する場合があるほ
　　　か（詳細はＰ６参照），フランチャイズ契約全体としてみて本部の取引方
　　　法が優越的地位の濫用に該当する場合があります（詳細はＰ８参照）。



　また，加盟希望者が出店を予定している店舗における売上げ等を予測するものではないという点で
厳密な意味での予想売上げ等ではなく，既存店舗の収益の平均値等から作成したモデル収益等を提示
する場合は，こうしたモデル収益等であることが分かるように明示するなどした上で，厳密な意味で
の予想売上げ等ではないことが加盟希望者に十分に理解されるように対応する必要があります。

（このガイドラインでは，「ドミナント出店」といいます。）

(注)加盟者募集に際して，加盟希望者の開業後のドミナント出店に関して，配慮を行う旨を提示する場合に
　　は，配慮の内容を具体的に明らかにした上で取決めに至るよう，対応には十分留意する必要があります。

を提示する場合の留意事項

このページ以降，
頁横のインデックスの位置を修正。

3

３　人手不足等の経営に悪影響を与える情報の提示及びその留意事項

　加盟者募集に際して，本部が営業時間や臨時休業に関する説明をするに当たり，募集する事業にお
いて特定の時間帯の人手不足，人件費高騰等が生じているような場合等その時点で明らかになってい
る経営に悪影響を与える情報については，加盟希望者に当該情報を提示することが望ましく，例えば，
人手不足に関する情報を提示する場合には，類似した環境にある既存店舗における求人状況や加盟者
オーナーの勤務状況を示すなど，実態に即した根拠ある事実を示す必要があります。

１及び２は，赤線削除＆赤囲みの内容を追記
（赤囲みは不要（以下同じ））。

赤囲みの３を既存の３と置き換える。
なお，１及び２とフォント，文字の色等スタイル
を揃える。
ただし，１の（注）は文字サイズを小さくする。

青い囲みの位置を補正。
全体的に位置を補正。
全体的に文字を大きくして，見やすく，
かつ，見開きページでバランスよくレ
イアウトしたいところ，上記３（加筆分）
については，必要に応じ４ページに移動 このページ以降，

ページ番号を修正。



加盟希望者側の加盟に当たって

前頁の「本部の加盟者募集に当たっての留意事項」と同じスタイルで
「加盟希望者側の加盟に当たっての留意事項」という青囲みを作成する。

4

（※）廃棄した商品や陳列中に紛失等した商品の仕入原価が，
　　　「（売上高－売上原価）×一定率」で算定されるロイ
　　　ヤルティ算定式において売上原価に算入されない会計
　　　方法を採る場合，算入される場合よりもロイヤルティ
　　　の額が高くなります。

(注)ぎまん的顧客誘引に該当するかどうかは，例えば，次のような事項を総合勘案
　　して判断します。

予想売上げ等の提示

・予想売上げ等を提示する場合に，実際には達成できない額又は達成困難である額を
  予想額として示していないか

ロイヤルティ算定方法の開示

・ロイヤルティの算定方法に関し，必要な説明を行わないことにより，実際よりも低
  い金額であるかのように開示していないか（※）

・他本部のシステム内容を，客観的でない基準で比較し，自らのシステムが競争者に
  比べて優良又は有利であるかのように開示していないか

中途解約条件の開示

・中途解約する場合，高額な違約金を本部に徴収されることについて十分な開示を行
  っているか
・違約金は徴収されないかのように開示していないか

他本部のシステムとの比較

オレンジ囲みの中に赤枠の内容を新規追加。
青囲みの四隅は丸型。 白地部分を削除し，「加盟希望者の側においても，～」

以降４行を上に詰めて青囲みのサイズを調整。

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………



5

赤線を削除



すること又は加盟者の意思に反して加盟者になり
代わって加盟者名で仕入発注することにより，

赤線を削除し，赤囲みを追記（本文・セリフは同じフォントサイズ，注はサイズを小さくする）。
取引先の制限のイラスト２人のどちらかを女性にする。
営業時間の…拒絶のイラストは，一人はスーツの女性，もう一人は女性店員として新規作成。
（女性店員は既存のイラストでも可）

(注)見切り販売を行うには，煩雑な手続を必要とすることによって加盟者が見
　　切り販売を断念せざるを得なくなることのないよう，本部は，柔軟な売価
　　変更が可能な仕組みを構築するとともに，加盟者が実際に見切り販売を行
　　うことができるよう，見切り販売を行うための手続を加盟者に十分説明す
　　ることが望まれます。

　本部が，加盟者に対し，契約期間中であっても両者で
合意すれば契約時等に定めた営業時間の短縮が認められ
るとしているにもかかわらず，24時間営業等が損益の悪
化を招いていることを理由として営業時間の短縮を希望
する加盟者に対し，正当な理由なく協議を一方的に拒絶
し，協議しないまま，従前の営業時間を受け入れさせる
こと。

営業時間の短縮に係る協議拒絶
深
夜
帯
は
赤
字
が
垂
れ
流

し
の
た
め
，
営
業
時
間
に

つ
い
て
の
協
議
を
お
願
い

し
ま
す
。

約束はしましたが，協
議には応じませんよ。
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消
費



（続き）

同じスタイルで（続き）を追記。
赤線削除

事前の取決めに反するドミナント出店等

私
の
店
の
周
辺
に
は
出

店
し
な
い
取
決
め
で
し

た
よ
ね
？

　ドミナント出店を行わないとの事前の取決めがある
にもかかわらず，ドミナント出店が加盟者の損益の悪
化を招く場合において，本部が，当該取決めに反して
ドミナント出店を行うこと。
　また，ドミナント出店を行う場合には，本部が，損
益の悪化を招くときなどに加盟者に支援等を行うとの
事前の取決めがあるにもかかわらず，当該取決めに反
して加盟者に対し一切の支援等を行わないこと。

そんな取決め
は関係ありま
せんよ。

赤囲みを追記。
契約締結後…のイラストをスーツの女性にする。
前頁の営業時間の…一人をスーツの女性（前頁の拒絶のイラストと
同じでＯＫ），もう一人を男性店員のイラストにする（既存のイラ
ストを使用してもＯＫ）。コンビニのイラストは縮小するなりし
て前頁と同様のスタイルとなるよう配置。

7
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赤囲み差し替え。
Ｑ１だけで１頁となるよう，文字サイズ，イラスト位置等のレイアウト調整。

　ロイヤルティの算定方法は，本部が自ら開発・発展
させてきたブランドのライセンス料や支援等の対価を
幾らにするかという価格設定の問題であり，加盟希望
者に内容を十分に説明した上で，加盟者が納得して契
約に至っているのであれば，問のような算定方法が直
ちに独占禁止法上の問題となるものではありません。
　しかし，問のようなロイヤルティの算定方法は，本
部による仕入数量の強制や見切り販売の制限といった
独占禁止法違反行為が行われている場合には，加盟者
は廃棄ロスをコントロールできないのに，その負担を
一方的に負わされてしまうおそれがあります。
　そのため，本部は，廃棄ロスの増加につながる仕入
数量の強制や見切り販売の制限といった独占禁止法上
の問題が生じないよう特に留意する必要があります。

10

ロイヤルティの算定に当たり



Ｑ３をＱ２と入れ替え，１頁とする。
文字サイズ，イラスト位置等のレイアウト調整。

に当たって

化するとともに，加盟者募集時に十分

契約上

11

　本部が加盟者に対し，２４時間営業や年中無休営業
を条件としてフランチャイズ契約を締結することにつ
いては，第三者に対する統一したイメージを確保する
等の目的で行われており，加盟者募集の段階で十分な
説明がなされている場合には，直ちに独占禁止法上問
題となるものではありません。
　ただし，次のような行為により，加盟者に不当に不
利益を与えることとなる場合には，独占禁止法上問題
となるおそれがあります。

　①契約締結後に，本部が加盟者に対して一方的に営
    業日や営業時間を変更させること

　②本部が加盟者に対し，契約期間中であっても両者
    で合意すれば契約時等に定めた営業時間の短縮が
    認められるとしているにもかかわらず，２４時間
    営業等が損益の悪化を招いていることを理由とし
    て営業時間の短縮を希望する加盟者に対し，正当
    な理由なく協議を一方的に拒絶し，協議しないま
    ま，従前の営業時間を受け入れさせること

2



Ｑ３のＱＡは次のとおり修正。Ｑ４のＡは赤線を削除し，赤囲みを追記。
枠内に収まるようにイラスト二つの位置を下げたり，サイズを小さくする。
文字サイズ・フォントはＱ１～４で揃える。

に当たって

化するとともに，加盟者募集時に十分

契約上

12イラストを修正し，押印のない契約書にした上で，印鑑は削除。

　本部が，既に加盟者が出店している店舗の周辺に，新たに同一業
種を営む店舗をドミナント出店することは，独占禁止法上問題とな
りますか。

　本部がどのような場所に新しい店舗を出店するかは原
則として自由であり（テリトリー権が設定されている場
合を除く。），既に加盟者が出店している店舗の周辺に，
ドミナント出店すること自体は，直ちに独占禁止法上問
題となるものではありません。
　ただし，加盟者募集時に周辺にドミナ
ント出店しない旨説明しているにもかか
わらずドミナント出店した場合，また，
ドミナント出店により加盟者の損益が悪
化する場合には本部が支援等を行うとの
事前の取決めがあるにもかかわらず，本
部がこれを反故にして一切の支援等を行
わず，加盟者に不当に不利益を与えるこ
ととなる場合などには，独占禁止法上問
題となるおそれがあります。
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お問い合わせ先

新規でタイトルを追記。デザイン要相談
赤線削除。「」を付ける。電話番号は黒字。
「フランチャイズ・システムに…お問い合わせ」の文字サイズを
小さくする。

s sを追記（httpsとする）。

「

「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」についてのお問い合わせ

公正取引委員会

811-1754

経済産業省
中小小売商業振興法についてのお問い合わせ

一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会
フランチャイズ全般に関するお問い合わせ・御相談

フランチャイズ相談センター 6402-3155

※詳細は，同協会のホームページにて御確認下さい。

https://www.jftc.go.jp/

成案を公表できる年月に修正。

直

経営支援課　商業振興室
６

商務・流通産業課


